
 
 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                         

 
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                            

歩 行 者 と 自 転 車 の ま ち づ く り ニ ュ ー ス   
歩行者と自転車を優先するまちづくりに向けて

て転々… 

発 行：歩行者と自転車を優先するまちワークショップ 

事務局：逗子市 環境都市部 環境管理課 

 

 第８号 

 

平成 2８年３月 

これからの逗子、一緒に考えましょう 

 

歩道を歩いていると、急に後ろから自転車が通り過ぎてハッとしたことはありません

か？車道を自転車で走っていると、横を自動車にすごいスピードで追い越されてヒヤリ

としたことはありませんか？ 

逗子のまちが歩行者と自転車にとって、より快適なまちになるためにはどのようにし

たらいいかを一緒に考えましょう。 

最近注目されている自転車の交通違反や自転車事故の高額賠償についての最近の事例

も紹介してもらいながら、専門家の方と一緒にこれからの逗子のまちを考えましょう。 

 

日時：３月 12 日（土） 午後２時から午後４時まで 

場所：市民交流センター ２階 第３・４会議室 

講師：古倉宗治さん（こくら むねはる） 

（株式会社三井住友トラスト基礎研究所 研究理事、 

京都大学大学院講師、麗澤大学客員教授） 

定員：当日先着 50 人 

費用：無料   

申込：不要 

   託児（先着５人）をご希望の方は３月２日（水）までに、手話通訳・要約筆記を

ご希望の方は３月４日（金）までに申し込んでください。 

 

 

 

自動車やバイク（自動二輪車、原動機付自転車）の場合、自動車損害賠償責任保険（い

わゆる「自賠責保険」）が法律で加入が義務付けられており、また、自賠責保険で賄いきれ

ない部分については、任意保険に加入している方も多いと思います。 

 

一方、自転車については、免許もなく気軽に乗れることもあり、保険に加入しようとい

う意識が自動車などに比べて低いようです。ただし、最近では、第７号ニュース（平成 27

年９月発行）でもお伝えしたとおり、自転車事故による高額な損害賠償の事例がでていま

す。また、未成年が起こした事故の場合は、保護者の監督義務違反とされることもありま

す。 

 

 このような中で、近年では自転車保険の関心が高まってきています。 

 自転車保険は、大きく分けると、おもに、他人にケガなどをさせたり、他人の物を壊し

た場合の個人賠償責任保険と、自分自身のケガなどに備える傷害保険に分けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ＴＳマーク付帯保険：自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付される

もので、このマークには傷害保険と賠償責任保険が付いて

います（付帯保険）。 

 

 

 自転車保険と言っても、最近はいろいろな種類の保険があり、自動車保険や火災保険な

どの特約として加入できるものもあります。また、インターネットのほか、携帯電話会社

やコンビニエンスストアなどで気軽に加入できるようになってきています。事故やけがに

合わないようにするのが一番ですが、万が一のために、ご自身にあった自転車保険に加入

することをお勧めします。 

 

 

 

 

 

歩行者と自転車を優先するまち講演会 

自転車保険 加入していますか？ 

 

種類／対象 

事故の相手 自分 

取扱い 

生命・身体 財産 生命・身体 

個人賠償責任保険 ○ ○ × 損害保険会社等 

傷害保険 × × ○ 損害保険会社等 

ＴＳマーク付帯保険※ ○ × ○ 自転車安全整備店 

  補償の内容や範囲など詳しくは、各保険取扱店にお尋ねください。 

  

クルマ中心から公共交通、 

自転車、徒歩で・・・という

生活に転換してみましょう。 

 

http://www.tmt.or.jp/safety/index.html#03


 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                       

 
 

 

 
 

 

マイルストーンが間もなく完成します 

今年も「こどもじてんしゃあんぜん教室」を開催します！ 

 

「こどもじてんしゃあんぜん教室」を開催します。子どもたちが安全、安心、そして楽し

く自転車に乗れるように、クイズや簡単なコースの試走を体験できます。 

 交通安全クイズラリーも同時開催します。奮ってご参加ください。 

 

日時：平成28年3月26日（土） 午前11時から午後３時まで  ※荒天中止  

場所：逗子小学校校庭「第10回子どもフェスティバル」内  

 ●小学生向け 『おもしろコースでたのしく学ぼう』  

逗子小学校の校庭に、専用コースが出現！ 楽しく、 

面白く、正しいルールを学ぼう！  

※自分の自転車で来てください。  

●幼児向け 『ランニングバイクで じてんしゃ レッスン』  

ランニングバイク（ペダルのない自転車）体験をし 

てみましょう！（2 歳～未就学児対象） 

 

主催：歩行者と自転車のまちを考える会  

 
 

 
 

 

平成 25 年 10 月に、三浦半島の４市１町（横須賀市、葉山町、鎌倉市、逗子

市、三浦市（市制・町制施行順））の市長・町長が直接話し合う三浦半島サミット※１

において自転車半島宣言※２を行いました。この自転車半島宣言を受けて、より快

適なサイクリングをしていただくために、サイクルステーションとマイルストー

ンを設置します。三浦半島をぐるっと回れるように、４市１町それぞれ設置され

ます。   

 

逗子市のサイクルステーションは、富士山や江の島が望める場所に、屋根があ

るベンチやロードバイク用の自転車置場がある休憩所です。小坪飯島公園の中に

設置予定となっており、どなたでも無料で利用できます。３月中旬に完成予定で

す。サイクリングや散歩の途中で、素晴らしい景色を楽しみながら、ホッと一息

ついてみてはいかがですか。 

 

※１ 三浦半島サミット：三浦半島の魅力である自然環境や観光資源を広い範囲で活かしていく 

ために、三浦半島の４市１町の市長・町長が直接話し合う場です。 

※２ 自転車半島宣言 ：三浦半島で盛んなサイクリングを切り口に、４市１町が集客や観光に 

関して連携・協力すること「宣言」したものです。 

(問合せ先：経済観光課) 

 マイルストーンは、各市町の特色を生かした

形をしており、逗子市は、逗子の海と自転車を

イメージした像になっています。マイルストー

ンは、三浦半島サイクルスタンプラリーのチェ

ックポイントになっています。スマートフォン

連動型アプリをダウンロードして、マイルスト

ーンの近くで写真の撮影をするかマイルスト

ーンのＱＲコードを読み取ると、画面上でスタ

ンプが押されます。今後、スタンプを集めると

景品がもらえるイベントが開催される予定で

す。 

マイルストーンは、４市１町に全部で８か所

設置を予定していますので、サイクリングの楽

しみの一つとしてスタンプを集めてみてはい

かがでしょうか。 

 ※ 逗子市、鎌倉市、三浦市は１か所、葉山

町は２か所、横須賀市は３か所設置しま

す。 

(問合せ先：経済観光課) 

 

小坪飯島公園サイクルステーションが間もなく完成します 

 

 

 

参加記念品

もあるよ。 


